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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第39期

第３四半期
連結累計期間

会計期間

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　12月31日

売上高 （千円） 4,940,141

経常利益 （千円） 282,693

四半期純利益 （千円） 176,074

四半期包括利益 （千円） 339,225

純資産額 （千円） 4,842,993

総資産額 （千円） 8,456,960

１株当たり四半期純利益金額 （円） 28.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
（円） 28.12

自己資本比率 （％） 57.2

 

回次
第39期

第３四半期
連結会計期間

会計期間

自平成26年
　10月１日
至平成26年
　12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 16.06

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．当社は当第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第３四半期連結累計

期間及び前第３四半期連結会計期間並びに前連結会計年度の主要な経営指標等については記載しておりませ

ん。

　　　　３．売上高には、消費税等は含んでおりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。なお、当社は、当第１四半期連結会計期間において、TACMINA USA CORPORATION及びTACMINA

KOREA CO.,LTD.を連結の範囲に、タクミナエンジニアリング株式会社を持分法適用の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは次のとおりです。

　当社グループは、米国及び韓国に販売拠点を展開しておりますが、予期しない法令・税制・規制の変更、政治変

動、戦争・テロなど不可避のリスクを内在しております。当社グループは、当該リスクを最小限にするために十分な

対策を講じてまいりますが、これらのリスクが発生した場合、事業の遂行に問題が生じ、業績に悪影響が及ぶ可能性

があります。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行なってお

りません。

（１）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀による金融緩和や各種政策による過度の円高の調整や株高

により、景気回復への期待が高まりましたが、新興国における経済成長の減速や消費税増税後の個人消費の落ち込み

など、先行き不透明な状況が続いております。

　こうした状況のもと、当社グループは、前期末の駆け込み需要の反動で４月及び５月の動きが悪かったことで上半

期は伸び悩みましたが、10月以降に大口物件を獲得できたことで、売上高は49億40百万円となりました。

　利益面につきましては、売上総利益率が低下したことや、海外子会社の活動費の増加等も加わり、営業利益２億37

百万円、経常利益２億82百万円、四半期純利益１億76百万円となりました。

　主な品目別の状況については、以下の通りです。

　定量ポンプは、国内市場では、バラスト水処理ユニット向けが昨年から好調を維持しているほか、小型の「スムー

ズフローポンプ（高精密ダイヤフラムポンプ）」が幅広い市場分野で売上を伸ばしました。

　海外市場では、東南アジア地域が好調です。また、韓国で展示会「KOREA CHEM」に初出展し、リチウムイオン電池

製造プロセス用スムーズフローポンプの大口受注を獲得しました。

　以上の結果、定量ポンプの売上高は、27億25百万円となりました。

　ケミカル移送ポンプは、製鉄プラント向け大口物件や、造船業界向け大口物件が数字を押し上げました。

　以上の結果、ケミカル移送ポンプの売上高は、４億13百万円となりました。

　計測機器・装置は、空調・ボイラー業界向けや、ケミカル・電子材料業界向けの大口装置案件が伸びましたが、残

留塩素計の大口ユーザーである濾過機メーカーの落ち込み分をカバー出来ませんでした。

　以上の結果、計測機器・装置の売上高は、８億48百万円となりました。

（２）財政状態の状況

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は84億56百万円となりました。

　流動資産の残高は47億54百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金９億34百万円、売上債権29億22百万円、

棚卸資産７億62百万円であります。

　固定資産の残高は37億１百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産20億10百万円、無形固定資産55百万円、

投資その他の資産16億35百万円であります。

　負債につきましては36億13百万円となりました。

　流動負債の残高は23億29百万円となりました。主な内訳は、仕入債務14億79百万円、短期借入金３億67百万円、賞

与引当金99百万円であります。

　固定負債の残高は12億84百万円となりました。主な内訳は、長期借入金５億41百万円、退職給付に係る負債５億８

百万円であります。

　純資産につきましては48億42百万円となりました。主な内訳は、資本金８億92百万円、資本剰余金７億33百万円、

利益剰余金30億13百万円であります。

　以上の結果、自己資本比率は57.2％となりました。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は１億96百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,000,000

計 23,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年２月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,440,450 6,440,450
東京証券取引所

市場第二部
単元株式数100株

計 6,440,450 6,440,450 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
― 6,440,450 ― 892,998 ― 730,598

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　204,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　6,235,700 62,357 ―

単元未満株式 普通株式　　　　750 ―
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 　　　　 6,440,450 ― ―

総株主の議決権 ― 62,357 ―

 

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社タクミナ
大阪市中央区淡路

町二丁目２番14号
204,000 ― 204,000 3.17

計 ― 204,000 ― 204,000 3.17

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　なお、当社は当第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報は記載しておりま

せん。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 （単位：千円）

 
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 934,864

受取手形及び売掛金 ※１ 2,922,743

商品及び製品 132,521

仕掛品 1,311

原材料及び貯蔵品 628,805

その他 137,061

貸倒引当金 △2,325

流動資産合計 4,754,982

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,162,415

その他（純額） 848,081

有形固定資産合計 2,010,497

無形固定資産 55,824

投資その他の資産  

投資有価証券 1,294,719

その他 341,218

貸倒引当金 △281

投資その他の資産合計 1,635,656

固定資産合計 3,701,977

資産合計 8,456,960

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,479,150

短期借入金 367,112

賞与引当金 99,054

その他 384,481

流動負債合計 2,329,798

固定負債  

長期借入金 541,552

退職給付に係る負債 508,399

その他 234,216

固定負債合計 1,284,167

負債合計 3,613,966

純資産の部  

株主資本  

資本金 892,998

資本剰余金 733,667

利益剰余金 3,013,740

自己株式 △103,403

株主資本合計 4,537,003

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 323,000

土地再評価差額金 △2,374

為替換算調整勘定 14,899

退職給付に係る調整累計額 △34,849

その他の包括利益累計額合計 300,675

新株予約権 5,314

純資産合計 4,842,993

負債純資産合計 8,456,960
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 4,940,141

売上原価 2,954,863

売上総利益 1,985,277

販売費及び一般管理費 1,747,416

営業利益 237,861

営業外収益  

受取利息 8,656

受取配当金 10,608

投資有価証券売却益 3,255

持分法による投資利益 1,519

為替差益 2,452

助成金収入 15,626

その他 14,503

営業外収益合計 56,621

営業外費用  

支払利息 7,304

売上割引 3,834

その他 649

営業外費用合計 11,788

経常利益 282,693

税金等調整前四半期純利益 282,693

法人税等 106,619

少数株主損益調整前四半期純利益 176,074

四半期純利益 176,074
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 176,074

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 148,919

為替換算調整勘定 10,398

退職給付に係る調整額 3,831

その他の包括利益合計 163,150

四半期包括利益 339,225

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 339,225
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、TACMINA USA CORPORATION及びTACMINA KOREA CO.,LTD.

を連結の範囲に含めております。

 

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、タクミナエンジニアリング株式会社を持分法適用の範囲

に含めております。

 

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平

均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反

映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が148,480千円減少し、利益剰余金が

96,066千円増加しております。なお、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用し

ております。

 

（追加情報）

　当社グループは、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりです。

 

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　２社

　TACMINA USA CORPORATION

　TACMINA KOREA CO.,LTD.

 

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用の関連会社数　１社

　タクミナエンジニアリング株式会社

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社であるTACMINA USA CORPORATION及びTACMINA KOREA CO.,LTD.の決算日は12月31日であります。

　四半期連結財務諸表の作成にあたっては、同社の第３四半期累計期間末日の財務諸表を使用しております。

　ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

 

４．会計処理基準に関する事項

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

　① 有価証券

　イ その他有価証券

　(イ) 時価のあるもの

　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

　(ロ) 時価のないもの

　　移動平均法による原価法を採用しております。

　② デリバティブ等の評価基準及び評価方法

　　 デリバティブ

　　時価法を採用しております。

　③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

　① 有形固定資産（リース資産を除く）

　　定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用し、在外連結子会社は主として

定額法を採用しております。

　　なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

 建物　　　　　　　　　　８～47年

 機械及び装置　　　　　　12～14年

 工具、器具及び備品　　　５～15年

　② 無形固定資産（リース資産を除く）

　　定額法を採用しております。

　　ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。
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　③ リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　④ 長期前払費用

　　定額法を採用しております。

 

 (3)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

 

 (4)重要な引当金の計上基準

　① 貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　② 賞与引当金

　　従業員の賞与の支給に充てるため、当四半期連結累計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。

 

 (5)退職給付に係る会計処理の方法

　① 退職給付見込額の期間帰属方法

　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

　② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理しております。

　　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

 

 (6)ヘッジ会計の方法

　① ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たして

いる場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用し

ております。

　② ヘッジ手段とヘッジ対象

　　イ ヘッジ手段

　　　金利スワップ、為替予約

　　ロ ヘッジ対象

　　　借入金、外貨建売上債権・仕入債務及び外貨建予定取引

　　ハ ヘッジ方針

　　　借入金の金利変動リスク及び外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するため、対象債権債務の範囲内

でヘッジを行っております。

　　ニ ヘッジ有効性評価の方法

　　　ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

　　　ただし、特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略しております。

 

 (7)その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　① 消費税等の会計処理

　　税抜方式を採用しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

　※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会

計期間末日残高に含まれております。
 

 
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 77,902千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

減価償却費 141,824千円

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月20日

定時株主総会
普通株式 143,283 23 平成26年３月31日 平成26年６月23日 利益剰余金

平成26年10月24日

取締役会
普通株式 62,364 10 平成26年９月30日 平成26年12月４日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、ポンプ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額

 
28.26円

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 176,074

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 176,074

普通株式の期中平均株式数（株） 6,230,829

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

 
28.12円

（算定上の基礎）  

四半期純利益調整額（千円） ―

普通株式増加数（株） 31,719

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

　―

 

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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２【その他】

 平成26年10月24日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　配当金の総額………………………………………62,364千円

　　１株当たりの金額…………………………………10円00銭

　　支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成26年12月４日

（注） 平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月５日
 

株式会社タクミナ
 

　取締役会　御中  

 
 
 

  有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和田　稔郎　    印  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊東　昌一　    印  

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タクミ

ナの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タクミナ及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 

　（注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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